
「令和６年度京都市国民健康保険特定保健指導業務委託事業者の募集について」に関する質問に対する回答 
 

No. 質問 回答 回答日 
1 当社が窓口を担当し指導と報告は協力会社が担当するという

（コンソーシアムのような）スキームで提案させていただくこと可能
でしょうか。 

コンソーシアムについては不可となっております。なお、「令和６年
度 京都市国民健康保険特定保健指導業務委託事業者募
集要項」６留意事項⑶に記載のとおり、本業務の再委託につい
ても不可となっております。 
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